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 令和６年第３回金武町農業委員会総会 

 日時  令和６年３月２５日（月）  午後１時３０分 

 場所  金武町農業委員会 会議室 

 議 長 

これより、会議を開きます。最初に、出席状況を報告致します。 

全員出席で本日の総会は成立いたします。 

ただ今から、令和６年 第３回 金武町農業委員会総会を開会します。 

日程第 1 議事録署名人の指名ですが、議事録署名人は議長指名したいと思いますが 

 議長指名する事に、ご異議ございませんか。 

 議 長 異議がございませんので、議長指名致します。 

 ５番 宮里哲也 委員と６番 仲間堅一郎 委員にお願いします。 

日程第 2 
会期の決定についてですが、本日は議案が６議案となっています。 

本日一日で審議可能と思いますので、会期を一日と決定したいと思います 

 が決定する事にご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 

異議がございませんので、会期を一日と決定致します。 

議案第１４号 ○○ ○ 氏に係る農地法第３条の規定による許可 

申請についてから議案第１７号 株式会社○○○○○○○○○○○に 

係る農地法第５条の規定による許可申請についてを事務局の説明を受け

た後、休憩の中で現場確認を行いたいと思います。 

議案第１４号から第１７号まで事務局の説明を求めます。 

事務局 （原案に基づき説明） 

議 長 
ただ今、事務局の説明が終わりました。 

これから休憩の中で現場確認を行います。  休憩します。 

 （～現場確認～） 

議 長 
再開します。 

休憩中のなかで、現場確認を行いました。 

日程第 3 
議案第１４号 ○○ ○ 氏に係る農地法第３条の規定による許可申請に

ついてを議題とし皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

１番 
現場も確認しました。○○さん今回２筆の申請ですが書類等の申請もしっ

かり手続きされており、農地もしっかり管理されている為、許可相当です。 

議 長 

他に質疑ありませんか。質疑が無いようですので、進めてまいります。 

議案第１４号については、申請者の申請どおり許可することに決定 

したいと思いますが決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので、議案第１４号については許可することに 

決定いたします。 



日程第４ 
議案第１５号 ○○○ ○ 氏に係る農地法第３条の規定による許可申

請についてを議題とし皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

１番 

こちらも現場確認しました 

今回申請地は贈与ではありますが書類もしっかりと整理されており、また

伊芸区での農業経営とその熱心さも十分伝わってきておりますので許可

相当であると思います。 

議 長 

他に質疑ありませんか。質疑が無いようですので、進めてまいります。 

議案第１５号については、申請者の申請どおり許可することに決定 

したいと思いますが決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので、議案第１５号については許可することに 

決定いたします。 

日程第５ 
議案第１６号  有限会社○○・○○○○に係る農地法第３条の規定によ

る許可取消し願いについてを議題とし皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

３番 

有限会社○○・○○○○さんは前回申請した 50 年の賃貸借を取り消した

いとのことですが、申請理由も確認したところ問題なく許可相当であると

思います。 

議 長 

他に質疑ありませんか。質疑が無いようですので、進めてまいります。 

議案第１６号については、申請者の申請どおり許可することに決定 

したいと思いますが決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので、議案第１６号については許可することに 

決定いたします。 

日程第６ 

次に議案第１７号 株式会社○○○○○○○○○○○に係る農地法第５

条の規定による許可申請についてを議題とし皆様の質疑ご意見をお伺い

します。 

６番 

現場確認いたしました。 

国道の側に隣接しており資材置場の図面も確認できましたので許可相当

だと思われます。 

議 長 

他に質疑ありませんか。質疑が無いようですので、進めてまいります。 

議案第１７号については、申請者の申請どおり許可することに決定 

したいと思いますが決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので、議案第１７号については許可することに 

決定いたします。 

日程第７ 次に議案第１８号農地利用集積計画の決定についてを議題といたします。 



 事務局の説明を求めます。 

事務局 （原案に基づき説明） 

議 長 

ただ今事務局の説明が終わりました農地利用集積計画については２７ペ 

ージから２９ページの一覧表の番号順に審査していきたいと思います。 

議 長 １番 ○○ ○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

５ 番 
○○さんは田芋栽培を精力的に頑張っておられますので適当だと思いま

す。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

１番 ○○ ○さんについて、適当であると決定したいと思いますが決定

することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１番 ○○ ○さんについて、適当であると決定

いたします。 

議 長 

次に２番 ○○ ○○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

休憩します。 

再開します。 

５ 番 ○○さん、草地ということですが適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

２番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので２番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に３番 ○○ ○○さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

３ 番 ○○さん野菜を作られているということですが適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

３番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが決

定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので３番 ○○○○さんについて、適当であると決定

いたします。 

議 長 次に４番 ○○○ ○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

２ 番 
○○○さんは８０代でありますが現在も元気でやっておられます。 

再設定ですが適当であると思います。 



議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

４番 ○○○ ○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので４番○○○ ○さんについて、適当であると決定

いたします。 

議 長 次に５番 ○○ ○さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

５ 番 
○○さん、水稲栽培での申請でありますが従事日数も 200日と頑張ってお

られますので適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

５番 ○○ ○さんについて、適当であると決定したいと思いますが決定

することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので５番 ○○ ○さんについて、適当であると決定

いたします。 

議 長 次に６番 ○○ ○○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

５ 番 
○○ ○○さん他でもサトウキビを行っておりますが、今回の農地は遊休

地でもあった為、適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

６番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが決

定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので６番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に７番 ○○○ ○○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

５ 番 
○○○さん、パインの方を頑張っておられます。再設定 5年は適当である

と思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

７番○○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので７番○○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に８番 ○○ ○○  さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

２ 番 
○○さんは、前に耕作を行っていた方が亡くなられ、その後継ということ

なので適当であると思います。 



議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

８番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので８番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に９番 ○○ ○○  さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

１ 番 
今回の利用権設定は親子ということで新規 20 年の設定は適当であると思

います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

９番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので９番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に１０番○○○ ○○さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

１ 番 
今回の土地は遊休地になりそうな土地でもあった為、安心しております。

田芋・水稲での利用権設定は適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

１０番 ○○○ ○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１０番 ○○○ ○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に１１番 ○○ ○○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

６ 番 
○○さんは前からその農地を管理・耕作していた為、適当であると思いま

す。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

１１番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１１番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に１２番 ○○ ○○ さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

６ 番 ○○さん水稲農家として頑張っておられますので適当であると思います。 



議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

１２番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１２番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 次に１３番 ○○ ○○さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

６ 番 ○○さんも兄弟間での利用権設定ですので適当であると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります 

１３番 ○○ ○○さんについて、適当であると決定したいと思いますが 

決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１３番 ○○ ○○さんについて、適当であると 

決定いたします。 

議 長 
次に１４番 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○さんについて皆

様の質疑ご意見をお伺いします。 

６ 番 
○○さん達は家族で観葉を頑張っておられますので適当であると思いま

す。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります。 

１４番 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○について、適当である

と決定したいと思いますが決定することにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１４番 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ 

○について、適当であると決定いたします。 

議 長 次に１５番 ○○ ○さんについて皆様の質疑ご意見をお伺いします。 

６ 番 
このハウスも長い間遊休地でもあったため、今回解消ということで適当で

あると思います。 

議 長 

他に、質疑ありませんか。他に無いようですので進めてまいります。 

１５番 ○○ ○について、適当であると決定したいと思いますが決定す

ることにご異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 
異議がございませんので１５番 ○○ ○について、適当であると決定い

たします。 

日程第８ 
次に議案第１９号「農業委員会事務局職員の任免の協議」についてを議題

といたします。事務局に説明を求めます。 

事務局 （原案に基づき説明） 



議長 事務局の説明が終わりました。委員の皆さん質疑はございませんか。 

議長 
休憩します。 

再開します。 

 （「質疑なし」の声有り） 

議長 質疑が無いようですので進めてまいります。 

議長 
お諮りいたします。議案第１９号は事務局の説明の通り任免することに 

異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議長 
異議がございませんので、議案第 19 号「職員の任免」については承認さ

れました。 

議 長 
今 総会に附議された事件の議決の結果、生じた条項、字句、数字、その 

他の整理を会長に委任する事に、ご異議ございませんでしょうか。 

 （「異議なし」の声有り） 

議 長 異議なしと認めます。 

議 長 よって、議決の結果、生じた条項、字句、数字、その他の整理を会長に委 

任する事に決定致しました。 

これで、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

令和６年 第３回 金武町農業委員会総会を閉会致します。 
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